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１ 日 時  

平成 24 年４月 10 日（火） 午前 11時から 
 

２ 場 所 

  長野県庁３階 副知事室  
 

３ 提出者 

  長野県食品安全・安心条例（仮称）検討委員会 

  委員長 唐木
か ら き

 英明
ひであき

 氏（倉敷芸術科学大学学長、東京大学名誉教授） 
 

 

【参考】検討経過 
・平成 23年 ５月 20日 第１回検討委員会（検討に至る経過、食品の安全・安心に係る現状）   

・平成 23年 ７月 29日 第２階検討委員会（条例に盛り込むべき事項） 

・平成 23年 10月 18日 第３回検討委員会（条例に盛り込むべき事項） 

・平成 23年 12月 22日 第４回検討委員会（条例に盛り込むべき事項、条例骨子（案）） 

・平成 24年 ２月 ６日 第５回検討委員会（条例骨子（案）、検討結果報告書(案)） 
 

【参考】長野県食品安全・安心条例（仮称）検討委員（敬称略、順不同） 
・小松 由人 （長野県消費者団体連絡協議会 事務局長） 

・小宮山三恵子（前 長野県消費者の会連絡会 会長） 

・織田 ふじ子（消費者） 

・才川 理恵 （消費者） 

・髙田 学  （ＪＡ長野県営農センター センター長） 

・服部 秀子 （長野県農村生活マイスター協会 会長） 

・榊原 剛  （長野県水産物卸連合会 会長） 

・米山 正  （(社)長野県食品工業会 事務局長） 

・小山 光作 （長野県スーパーマーケット連絡会 事務局） （副委員長） 

・唐木 英明 （倉敷芸術科学大学学長・東京大学名誉教授） （委員長）  

・和田 啓子 （(社)長野県食品衛生協会 専務理事） 

・松永 和紀 （科学ライター） 

 

長野県食品安全・安心条例（仮称）の制定に向けた検討結果を取りまとめた報告

書が、長野県食品安全・安心条例（仮称）検討委員会から、加藤副知事に提出され

ます。 

長野県食品安全・安心条例（仮称）検討委員会が取りまとめた 

報告書が副知事に提出されます 

がまとまり県へ報告書が提出されます 

とまり 

が報告されます 

がまとまり副知事へ報告書が提出されます 

長野県からのお知らせ  

●内容に関するご意見・お問い合わせ先 
・長野県庁健康福祉部食品・生活衛生課 

(電話 026-235-7155, FAX 026-232-7288, 電子ﾒｰﾙ shokusei@pref.nagano.lg.jp） 

・最寄りの保健福祉事務所（保健所）食品衛生相談窓口 

 


